
平成２７年度第１５回 庁議提案 審議・報告・その他 

提 出 日：平成２７年１１月２日 

担当部・課：河南総合支所地域振興課〔内線２３１〕 

① 件  名 

字の区域を変更することについて 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【目的】 

農村地域復興再生基盤総合整備事業（河南４期地区）の施行に伴い、事業区域内の字の区域を変更

するもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

①地方自治法第２６０条第１項 

 ②土地改良法 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

【ほ場整備事業の経過】 

平成１９年 ７月 事業採択 

平成２６年 ６月 換地計画書作成 

【字界変更の経過】 

平成２７年 ４月 換地・評価合同委員会で検討 

平成２７年 ５月 県から字の区域変更申請書提出 

⑤主な内容 

事業区域内の石巻市須江字午蒡土手ほか５の字の一部の区域を、施行した土地の形状に合わせて、

字の区域を変更するもの。 

 

区域を変更する 

字      名 

左の区域に編入される区域 

字名 地番 

須江 

字山森 

須江 

字午蒡土手 
８６の１の一部、８７の１の一部、８８の１の一部、８９か

ら１１８までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部 

須江 

字梶田 

須江 

字山森 
１２２から１６１までの各一部、１６２の１の一部、１６２

の２の一部、１６３の１５の一部及びこれらの区域に隣接介

在する道路、水路である公有地の全部 

須江 

字塩下前 

須江 

字池袋 
１５、３６、３７、５８、５９、７３の１、７３の２、７４

の２の地先の水路である公有地の一部 

須江 

字正太郎 

須江 

字舘山根 
４から７までの各一部、８の１の一部、８の２の一部、９の

一部、４７の一部、４８の一部、７１の一部、７２の一部、

９５の一部、９６の一部及びこれらの区域に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部並びに１１８、１１９、１３０

の１に隣接する道路、水路である公有地の全部 

須江 

字茄子川前 

須江 

字正太郎 
２５５から２５７まで、２５８の１、２５８の２、２５９の

２、２６０の１から２６０の３まで、２６１から２７３まで

の地先の道路、水路である公有地の一部 

鹿又 

字御蔵田 ３３２の１ 

 



⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 ほ場整備後の区画の字界を変更することにより、整備区域が明確になる。 

 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 なし 

 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

①「字の区域を変更することについて(議案)」を平成２７年市議会第４回定例会に提案 

②平成２８年 ２月 権利者会議 

③平成２８年 ６月 換地計画確定 

⑨その他 

 

 

 

 



  

新 旧 対 照 表 

 

変更後の字名 変更前の字名 全部・一部の別 

須江字山森 須江字午蒡土手 一部 

須江字梶田 須江字山森 一部 

須江字塩下前 須江字池袋 一部 

須江字正太郎 須江字舘山根 一部 

須江字茄子川前 

須江字正太郎 一部 

鹿又字御蔵田 一部 

 


